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 介護医療院とよの 入所契約書 

 

        （以下「入所者」といいます）並びに      （以下「家族代

表者」といいます）と介護医療院とよの（以下当施設）は、当施設が入所者に対して行

う介護医療院サービスについて、次のとおり契約します。 

 

（契約の目的） 

第１条 当施設は、介護保険法令の趣旨に従い、入所者がその有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるように介護医療院サービスを提供し、一方、入所者

および家族代表者は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことにつ

いて取り決めることを、本契約の目的とします。 

 

（適用期間） 

第２条 本契約は、入所者が介護医療院とよの入所契約書を当施設に提出したときから

効力を有します。但し、家族代表者および本契約「介護医療院とよの入所契約書及

び重要事項説明書」に変更があった場合は、新たに同意を得ることとします。 

 

（入所者からの解除） 

第３条 入所者および家族代表者は、当施設に対し、退所の意思表明をすることにより、

本契約に基づく入所を解除・終了することができます。 

 

（当施設からの解除） 

第４条 当施設は、入所者および家族代表者に対し、次に掲げる場合には、本契約に基づ

く入所を解除・終了することができます。 

  ① 入所者が要介護認定において自立または要支援と認定された場合 

  ② 当施設において定期的に実施されるケアカンファレンスにおいて、退所して居

宅において生活ができると判断された場合 

    ③ 入所者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な介護保険施設サ

ービスの提供を超えると判断された場合 

    ④ 入所者および家族代表者が、本契約に定める利用料金を１ヶ月以上滞納し、そ

の支払いを督促したにもかかわらず１４日以内に支払われない場合 

    ⑤ 入所者が、当施設および当施設の職員または他の入所者等に対して、利用継続

が困難となる程度の背信行為または反社会的行為を行った場合 

    ⑥ 天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用す

ることができない場合 

 

（施設サービス計画の決定・変更） 

第５条 当施設は、入所者の心身の状況及びその意向を踏まえ「施設サービス計画書」 

を作成し、これに従ってサービス提供します。 

 ２ 当施設は、入所者が書面によりサービスの内容や提供方法等の変更を希望する 

場合には、速やかに施設サービス計画書の変更等の対応を行います。 
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３ 当施設は、施設サービス計画書の作成および変更にあたっては、入所者および家

族代表者に対し、説明し、同意を得て計画書を交付します。 

 

（運営規程の遵守） 

第６条 当施設は、別に定める運営規程に従い、必要な人員を配置して、入所者に対 

して、本契約に基づくサービスを提供するとともに、建物および付帯施設の維持 

管理を行うものとします。 

 ２ 当施設は、運営規程を遵守するものとします。 

 

（利用料金） 

第７条 入所者および家族代表者は、連帯して、当施設に対し、本契約に基づく介護医療

院サービスの対価として、「介護医療院とよの重要事項説明書」別記の利用単位毎

の料金を基に計算された月毎の合計額および入所者が個別に利用したサービスの

提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。但し、当施設は、入所

者の経済状態等に変動があった場合、上記利用料金を変更することがあります。 

  ２．当施設は、入所者および家族代表者が指定する発行先に対し、毎月料金の合計額

の請求書および明細書を毎月２０日迄に発行し、入所者および家族代表者は連帯

して、当施設に対し当該合計額を、翌月２７日（土日祝祭日の場合は翌営業日）ま

でに口座振替等にて支払うものとします。 

    ３．当施設は、入所者または家族代表者から、１項に定める利用料金の支払いを受け

た時は、領収書を発行します。 

 

（記録） 

第８条 当施設は、入所者の介護医療院サービスの提供に関する記録を作成し、その記

録を利用終了後５年間は保管します。 

    ２．当施設は、入所者が前項の記録の閲覧、複写を求めた場合には、原則としてこれ

に応じます。但し、家族代表者（入所者の代理人を含みます。）に対しては、入所

者の承諾またはその他必要と認められる場合に限り、これに応じます。 

   ３．運用にあたっては、別途定める「個人情報保護（管理）規程」および「診療情報

提供規程」を適用します。 

 

（身体の拘束等） 

第９条 当施設は、原則として入所者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐

れがある等緊急やむを得ない場合は、施設長が判断し、身体拘束その他入所者の行

動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、家族代表者の同意を得

て、当施設の医師がその様態および時間、その際の入所者の心身の状況、緊急やむ

を得なかった理由を診療録に記載することとします。 

 

（秘密の保持） 

第１０条 当施設とその職員は、業務上知り得た入所者または家族代表者若しくはその 

家族等に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、次の各号の提 

供については、入所者および家族代表者から、予め同意を得た上で行う事とします。 
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   ① 介護保険サービスの利用のための市町村、居宅介護支援事業者その他の介護保

険事業者等への情報提供、あるいは、適切な在宅療養のための医療機関等への療養

情報の提供。 

   ② 介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等。 

なお、この場合は入所者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守し

ます。 

２．前項に掲げる事項は、退所後も同様の取扱いとします。 

 

（個人情報の保護） 

第１１条 当施設とその職員は、第 10 条(秘密の保持）の規程を順守し、さらに入所者

の個人情報の重要性を認識し、その適正な保護と管理のために体制を整備すると

ともに、個人情報保護に関する法令等を順守し、個人情報の保護に努めるものとし

ます。 

２．運用にあたっては、別途定める「個人情報保護（管理）規程」を適用します。 

 

（緊急時の対応） 

第１２条 当施設は、入所者に対し、当施設医師の医学的判断により受診が必要と認め

る場合、協力医療機関、協力歯科医療機関の診療を依頼することがあります。 

  ２．当施設は、入所者に対し、施設における介護医療院サービスでの対応が困難な

状態、または、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的医療機関を

紹介します。 

  ３．前２項のほか、入所中に入所者の心身の状態が急変した場合、当施設は、入所

者および家族代表者が指定する者に対し、緊急に連絡します。 

 

（要望または苦情等の申出） 

第１３条 入所者および家族代表者は、当施設の提供する介護医療院サービスに対する

要望または苦情等について、苦情受付担当者に申し出ることができ、または、備え

付けの用紙、管理者宛の文書で、所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申

し出ることができます。また、法人の相談窓口や行政等の苦情受付機関へも申し出

ることができます。 

２．運用にあたっては、別途定める「苦情対応規程」を適用します。 

 

（事故発生時の対応） 

第１４条 当施設は、サービス提供等により事故が発生した場合、入所者に必要な措 

置を講じるとともに、施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必 

要と判断した場合は、協力医療機関、歯科医療機関又は専門的医療機関での診 

療を依頼します。また、入所者及び家族代表者が指定する連絡先、保険者に対し

て速やかに連絡致します。 
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（家族代表者の責任） 

第１５条 家族代表者は、入所者の他の家族の意見を取りまとめるものとし、他の家族

が入所者又は家族代表者の意向と異なる行動を取る場合には、家族代表者が一切

の責任を負うものとします。 

 

（賠償責任） 

第１６条 介護医療院サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、入

所者が損害を被った場合、当施設は入所者に対して損害を賠償するものとしま

す。  

２．入所者の帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、入所者および家

族代表者は、連帯して当施設に対してその損害を賠償するものとします。 

 

（利用契約に定めのない事項） 

第１７条 この契約に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めると

ころにより、入所者または家族代表者と当施設が誠意をもって協議して定める

こととします。 
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介護医療院とよの 重要事項説明書 

 

 介護医療院とよの（以下、当施設と言います。）は「介護医療院とよの入所契約」に同

意された入所者（以下、入所者と言います。）に対して、介護医療院サービスを提供しま

す。当施設の概要や提供されるサービスの内容、同意の上ご注意いただきたいことを次

のとおり説明します。 

 

１．施設の概要 

１）施設経営法人 

   法 人 名  社会福祉法人 賛育会 

   法人所在地  東京都墨田区太平三丁目１７番８号 

   電 話 番 号    ０３－３６２２－７６１４ 

   代表者氏名  理事長 平野 昭宏 

   設 立 年 月    １９１８年３月１６日 

 

２）施設の名称等 

施設の種類  介護医療院   長野県  ２０Ｂ０１０００１８ 

施設の目的  長期にわたり療養が必要な者に対し、施設サービス計画に基づ

き、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護及び機能訓

練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、

入所者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができ

るよう介護医療院サービスを提供することを目的としています。 

施設の名称  社会福祉法人賛育会 介護医療院とよの 

施設の所在地 長野県長野市豊野町豊野６３４番地 

電 話 番 号    ０２６－２５７－２４７０ 

管理者氏名  宮澤 明住 

開設年月日  ２０１９年３月１日 

入 所 定 員  運営規程に準ずる 

 

３）療養室等の設備概要 

療養室・設備の種類 室 数 設    備 

２人部屋 ４室  

４人部屋 13室  

食  堂 １室 レクリエーションルームと兼用 

談 話 室 １室 食堂兼用 

浴  室 ２室 機械浴室１室、一般浴室１室 

医療設備 
 診察室、処置室、臨床検査設備、放射線

検査設備、調剤施設 
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機能訓練室 １室 

治療用ベッドマットプラットホーム、

姿勢矯正用鏡、低周波治療器、極超短

波治療器、ホットパック、平行棒、各

種車椅子、各種歩行補助具等  

   

４）職員の必要配置数 

    職員については、介護保険法による指定基準を順守した上で、運営規程に準じた 

    配置をします。 

 

２．サービス内容 

○医 療 

医師・看護師により、心身の状況を観察し、診療の必要がある傷病に対して、入所 

者の状態に応じて適切な医療・看護を行います。 

当直医師体制について、状況に応じオンコール体制とします。（Ⅱ型介護医療院算定 

時のみ） 

〇施設サービス計画の作成 

 入所者について解決すべき課題を把握し、入所者の意向を踏まえた上で、施設サービ

ス計画書を作成します。 

○生活援助 

施設サービス計画に基づいて、食事・入浴・排泄・着替え介助、口腔ケア、移動や 

移乗介助、体位変換、シーツ交換、認知症状へのケア等の介護を行います。 

・食事：食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。 

入所者の身体状況に応じて、食事形態、補助食品等を検討し、提供します。 

朝食  ７時３０分～ 

昼食 １２時～ 

夕食 １８時～ 

  ・入浴：週２回入浴していただきます。但し、身体の状況に応じて特別浴または、清

拭となる場合があります。 

   ・排泄：自立を促すため、身体能力を最大限活用した援助を行います。 

   ・レクリエーション、毎月の誕生会、クラブ活動や行事等を行います。 

○ 栄養管理 

献立表は管理栄養士が作成します。一人一人の入所者の状態や嗜好を考慮した食事 

を提供します。 

○ 機能回復訓練 

理学療法士・作業療法士により、心身等の状況に応じて、日常生活に必要な機能の 

回復やその減退を防止するため実施します。 

○ 理髪  

有料です。 

○ 相談援助サービス 

介護支援専門員が常勤で勤務していますので、お気軽にご相談ください。 
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３．利用料金  別紙料金表のとおりです。 

 （１）介護保険適用の利用料金（保険給付対象） 

基本料金          

    加算            

特別診療費 

（２）介護保険適用外の利用料金（全額自己負担） 

    食費 

    居住費 

    個人で使用する日用品 

    理髪費用 

（３）その他 

介護保険制度の改定、やむを得ない理由がある場合、相当な額に変更することが

あります。その場合は事前に変更の内容と理由を説明いたします。 

 

４．利用料金のお支払い方法 

   利用料金は１ヶ月毎に請求します。毎月２０日迄に請求書が発行されます。 

   指定の銀行口座より口座振替にてお支払い下さい。 

    振替日 毎月２７日（土日祝祭日の場合は翌営業日） 

 

５．協力病院等 

  当施設では、下記の協力医療機関、歯科医療機関に協力をいただき、入所者の状態

が急変した場合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

 ＜協力医療機関・協力歯科医療機関＞ 

  長野市民病院 賛育会クリニック 

タカミ歯科クリニック 

 

５．苦情の受付・相談について 

  賛育会では施設サービスご利用の皆様からの苦情等については、次のとおりご相談

を受付ております。承りました苦情等のご相談内容については、必要に応じて本会が

委嘱する第三者機関に報告し、ご利用の皆様の立場に立った公正な解決に努めます。 

＜ご相談窓口＞ 

  本会の経営又は受託する各施設・各事業所に設置するほか、法人事務局でも窓口を

設けて苦情等のご相談を受付ています。またインターネットを利用して本会のホー

ムページでも受付ています。 

 

 （１）施設・事業所の相談窓口 

     担当者  苦情解決責任者 施設長 

          苦情受付担当者 介護係長・介護支援専門員 

     連絡先  介護医療院とよの 

          〒３８９－１１０５ 長野県長野市豊野町豊野６３４ 

           電話  ０２６－２５７－２４７０  

ＦＡＸ ０２６－２５７－４４８６   
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     受付時間  毎週月曜日から金曜日 ９時～１７時 

         また、苦情受付ボックス「お客様の声」を１階、２階に設置しています。 

 （２）法人の相談窓口 

   担当者 法人事務局総務課長 

   連絡先 社会福祉法人 賛育会 

       〒130-0012 東京都墨田区太平三丁目１７番８号 

       電話０３-３６２２－７６１４  ＦＡＸ０３-３８２９－２３０２ 

       ホームページアドレス  http://www.san-ikukai.or.jp 

     ＊ 苦情対応のための第三者機関について 

      本会では、ご入所者の立場に立った公正な解決を図る為、苦情対応のため

の委員会を第三者に委嘱しています。本会が経営又は受託する施設の地域

に在住する有識者の方々６名と本会の監事１名の計７名で構成されていま

す。 

  柴田光昭 （元賛育会理事・職員 特定非営利活動法人協働学舎 ぶどうの会） 

  阿形操  （前御前崎市民生委員・児童委員 御前崎市地域医療を育む会代表） 

  柴田和子 （墨田区保護司会吾嬬西分長） 

  坂野修一 （特定非営利活動法人 町田フレンズサポート 事務局長） 

坂根慶子 （すみだ共生社会推進センター運営委員 すみだ共生社会推進センター 

協力委員） 

田宮一茂 （社会福祉法人ベタニアホーム 法人事務長） 

  齋藤希世 （東京 YMCA教育保育事業部統括） 

（３）行政機関その他苦情受付機関 

      ○ 長野市介護保険課    

           電話   ０２６-２２４-７８７１  

ＦＡＸ ０２６-２２４-８６９４ 

 ○ 長野県国民健康保険団体連合会（介護保険課 苦情処理係）     

            電話   ０２６-２３８-１５８０ 

             

      ○ 長野市福祉サービス運営適正化委員会（苦情相談）     

            電話   ０１２０-２８-７１０９ 

            ＦＡＸ ０２６-２２８-０１３０ 

       その他、市町村の介護保険窓口でも受付ております。 
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介護医療院とよの 入所契約書 

 

介護医療院とよの  

施設長（管理者） 宮澤 明住  殿 

 

 介護医療院とよのへ入所するにあたり、「介護医療院とよの入所契約及び重要事項説

明書」を受領し、これらの内容に関して、担当者による説明を受け、これらを十分に理解

した上で契約します。 

 

 

  年  月  日 

            

入所者 

                       住 所                       

                       

 氏 名                  印  

(代筆者：             ) 

 

代理人（成年後見人） 

住 所                                             

 

氏 名                      印 

                      

 

 

 家族代表者 

                       住 所                      

                        

氏 名                  印  

                                    （入所者との関係                  ） 
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 【請求書・明細書および領収書の送付先】（本契約第７条） 

 氏  名                                     （続柄     ） 

 住  所 〒 

 

 電話番号  

 

 

【緊急時の連絡先】（本契約第１２条３項） 

    ① 氏 名                      続柄      

      住 所                      

      電 話                              

     

② 氏 名                      続柄      

      住 所                      

      電 話                              

     

③ 氏 名                      続柄      

      住 所                      

      電 話                               
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介護医療院とよの料金表 
改定 ２０２４年 ４月 １日現在 

 

Ⅰ 介護保険適用の利用料金 

１.介護医療院施設サービス費（介護保険適用・１日あたりの単位数：１単位１０.１４円） 

 

Ⅰ型介護医療院サービス費 Ⅱ型介護医療院サービス費 

サービス費（Ⅰ） 

多床室 

サービス費（Ⅱ） 

多床室 

サービス費（Ⅰ） 

多床室 

サービス費（Ⅱ） 

多床室 

要介護１ ８３３ ８２１ ７８６ ７７０ 

要介護２ ９４３ ９３０ ８８３ ８６７ 

要介護３ １,１８２ １,１６５ １,０９２ １,０７５ 

要介護４ １,２８３ １,２６４ １,１８１ １,１６５ 

要介護５ １,３７５ １,３５５ １,２６１ １,２４５ 

※体制により、Ⅰ型サービス費（Ⅰ）（Ⅱ）のいずれかを算定いたします。 

 

２.加 算（介護保険適用・１日あたりの単位数：１単位１０.１４円） 

加算の名称 単位数 対象者・加算の用件等 

初期加算 ３０ 全員（入所から３０日間のみ） 

安全対策体制加算 ２０ 全員（入所時に１回） 

栄養マネジメント強化加算 １１ 体制が整い次第 

療養食加算 ６／回 必要に応じて 

経口移行加算 ２８ 必要に応じて 

経口維持 

加算 

経口維持加算（Ⅰ） ４００／月 必要に応じて 

経口維持加算（Ⅱ） １００／月 必要に応じて 

口腔衛生 

管理加算 

口腔衛生管理加算（Ⅰ） ９０／月 必要に応じて 

口腔衛生管理加算（Ⅱ） １１０／月 体制が整い次第 

認知症専門ケア加算 
（Ⅰ） ３ 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方 

体制が整い次第 （Ⅱ） ４ 

認知症チームケア推進加算 （Ⅰ） １５０／月 体制が整い次第 

認知症チームケア推進加算 （Ⅱ） １２０／月 体制が整い次第 

排せつ支援加算 

（Ⅰ） １０／月 

体制が整い次第 （Ⅱ） １５／月 

（Ⅲ） ２０／月 

サービス提供体制強化加算 
（Ⅰ） ２２ 

全員（職員体制により変動します） 
（Ⅱ） １８ 

夜間勤務等看護加算 
（Ⅲ） １４ 

全員（職員体制により変動します） 
（Ⅳ） ７ 

科学的介護推進体制加算 
（Ⅰ） ４０／月 

体制が整い次第 
（Ⅱ） ６０／月 

別 紙  
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自立支援促進加算 ２８０／月 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １００／月       体制が整い次第 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １０／月 体制が整い次第 

協力医療機関連携加算(いずれかを算定) 

１００／月 
体制が整い次第令和 7年 3月 31

日まで 

５０／月 
体制が整い次第令和 7年 4月 1日

以降 

５／月 要件が整い次第 

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 
介護報酬総単位数 

×２．６％ 
全員 

介護職員等ベースアップ等支援

加算 

介護報酬総単位数 

×０.５％ 
全員 

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ） 
介護報酬総単位数 

×５.１％ 
全員 

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ） 
介護報酬総単位数 

×４.７％ 
全員 

介護職員等処遇改善加算(Ⅲ） 
介護報酬総単位数 

×３.６％ 
全員 

介護職員等処遇改善加算(Ⅳ） 
介護報酬総単位数 

×２.９％ 
全員 

＊介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)～(Ⅳ)は現在算定されている介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

と介護職員等ベースアップ等支援加算から１本化され２０２４年６月から施行され要件

に応じて１項目算定されます。 

緊急時治療管理 ５１８ 必要に応じて 

退所時指

導 

退所前訪問指導加算 ４６０ 必要に応じて 

退所後訪問指導加算 ４６０ 必要に応じて 

退所時指導加算 ４００ 必要に応じて 

退所時情報提供加算（Ⅰ） ５００ 必要に応じて 

退所時情報提供加算（Ⅱ） ２５０ 必要に応じて 

退所前連携加算 ５００ 必要に応じて 

退所時栄養情報連携加算 ７０／回 必要に応じて 

訪問看護指示加算 ３００ 必要に応じて 

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ １０／月 体制が整い次第 

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ ５／月 体制が整い次第 

新興感染症等施設療養費 ２４０／日 必要に応じて（現時点で指定の感

染症はない） 

 

外泊時費用   ３６２単位（介護保険適用） 

居宅へ外泊の場合、外泊初日と最終日以外は、施設サービス費に代えて３６２単位と

居住費を算定します（１月に６日限度） 
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他科受診時費用   ３６２単位（介護保険適用） 

 専門的な診療が必要になり、他の病院を受診した場合に、施設サービス費に代えて３

６２単位を算定します（１月に４日限度） 

 

特別診療費（介護保険適用・１日あたりの単位数：１単位１０円） 

 単位数 対象者・加算の要件等 

感染対策指導管理 ６ 全員 

褥瘡対策指導管理（Ⅰ） ６ 全員 

褥瘡対策指導管理（Ⅱ） １０／月 体制が整い次第 

理学療法Ⅰ 
１２３ 必要に応じて、入所３ヶ月まで 

８６ 入所４ヶ月以降、１１回目～ 

理学療法Ⅰ体制強化加算 ３５ 必要に応じて 

理学療法Ⅱ 
７３ 必要に応じて、入所３ヶ月まで 

５１ 入所４ヶ月以降、１１回目～ 

短期集中リハビリテーション ２４０ 必要に応じて 

認知症短期集中リハビリテーション ２４０ 必要に応じて 

理学療法、作業療法及び言語聴覚士

等に係る加算 
２０／月 体制が整い次第 

初期入所診療管理 ２５０ 必要に応じて 

医学情報提供Ⅰ ２２０ 必要に応じて 

医学情報提供Ⅱ ２９０ 必要に応じて 

摂食機能療法 ２０８ 必要に応じて 

※一定以上の所得のある方は、負担割合が２割または３割になります。負担割合につい

ては市町村から交付される「介護保険負担割合証」をご確認下さい。 

 

Ⅱ 介護保険適用外の利用料金 

３.食費・居住費（介護保険適用外・１日あたりの負担料金） 

食 費 １,８００円 

居住費 ６１０円 

＊食費は食材料費＋調理費用相当額、居住費は光熱費相当額です。 

 

※介護保険負担限度額認定証を利用した際の負担金額（市町村へ申請が必要です） 

利用者区分 

第１段階 第２段階 第３段階 

① 

第３段階 

② 

第４段階 

世帯全員が市町村民税非課税  

生活保護、老

齢福祉年金受

給者等 

年金等８０万

円以下 

年金等８０万

円超、１２０

万円以下 

年金等１２０

万円超 
左記以外 

預貯金額合計

（配偶者含）

預貯金額合計

（配偶者含）

預貯金額合計

（配偶者含）
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６５０万円

（１，６５０

万円）以下 

５５０万円

（１，５５０

万円）以下 

５００万円

（１，５００

万円）以下 

居住費 

（多床室） 

０円 

 

４３０円 ４３０円 ４３０円 ６１０円 

食 費 ３００円 ３９０円 ６５０円 １，３６０ 

円 

１,８００

円 

 

 

４.その他（介護保険適用外） 

理髪サービス 

 ご希望により、理美容師の出張による理髪サービスをご利用いただけます 

 料金：１,５００円 

 

電気料金 

 お持ち込みの電化製品を使用する場合は、電気料金がかかります。 

 テレビ電気代：２０円／日  電気毛布・アンカ電気代：１５円／日 

 

外出ドライブ費用 

 ご希望により、外出ドライブに参加された場合は、諸費用がかかります。 

 施設車両での外出：１回 １，８４０円 

上記に職員の付き添い：１人 １，０００円 

 

看取りの費用 

 死亡診断書料：５，５００円  エンゼルケアセット：５５０円 

 

証明書類の発行手数料 

 診断書・証明書：賛育会クリニック文書料金一覧表に準ずる 

 生計同一証明書：３００円 

 

その他日常生活上必要となる費用 

 日常生活にかかる費用で入所者様に負担いただくものがあります。 

 ご要望に応じ斡旋させていただき、実費を徴収いたします。 

 

 ※オムツ代は介護保険給付対象となっておりますので、ご負担の必要はありません。 

 


